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新 旧 
 
 
 
 
 
第１ （略） 
 
第２（１）～（１１）（略） 
 
（１２）特定医療に係る医療保険の給付については、通常の高額療養費に準

じて、所得区分別の自己負担限度額が適用されるため、オンライン資
格確認又は限度額適用認定証等により確認した高額療養費の所得区
分をレセプトの特記事項の欄に記載することとなる。なお、記載する
所得区分の略号は、「診療報酬請求等の記載要領等について」（昭和 51
年８月７日保険発第 82号）に基づいて記載することとなる。 
ただし、オンライン資格確認又は限度額適用認定証等による所得区

分の確認ができない場合の高額療養費の所得区分については以下の
とおり取り扱うこととする。 

 
①７０歳未満の者 ：区分ウ  

②７０歳以上の者（入院療養） （ただし、④の者を除く。）：適用区分一般 

③７０歳以上の者（外来療養） （ただし、④の者を除く。）：適用区分一般 

④７０歳以上の現役並み所得者：区分ア 

 
※①については、レセプトの「特記事項」欄へは記載しない。なお、

②③④については、「特記事項」へ記載する必要がある。 
※②③の「適用区分一般」とは、レセプト記載要領に基づき、後期高

齢者医療を除く 70 歳以上の者（２割負担）は「適用区分エ」、後期
高齢者医療被保険者（２割負担）は「適用区分カ」、後期高齢者医療
被保険者（１割負担）は「適用区分キ」を指す。 

※④は、高齢受給者証等の提示により、指定医療機関において、現役
並み所得者であることが確認できた場合。 

 
 
 
第３～５（略） 
別紙１ （略） 
 
 
 

 
 
 
 
 
第１ （略） 
 
第２（１）～（１１）（略） 
 
（１２）特定医療に係る医療保険の給付については、通常の高額療養費に準

じて、所得区分別の自己負担限度額が適用されるため、受給者証に記
載されている高額療養費の所得区分をレセプトの特記事項の欄に記
載することとなる。なお、記載する所得区分の略号は、「診療報酬請
求等の記載要領等について」（昭和 51 年８月７日保険発第 82 号）
に基づいて記載することとなる。 
ただし、保険者からの連絡の遅れ等により受給者証における医療保

険の所得区分の記載欄を空欄とすることも認めているため、その場合
の高額療養費の所得区分については以下のとおり取り扱うこととす
る。 
 
・７０歳未満の者 ：区分ウ 
・７０歳以上の者（入院療養） ：一般所得 
・７０歳以上の者（外来療養） ：一般所得 

 
また、70 歳以上の現役並み所得者及び医療機関に限度額適用認定

証又は限度額適用・標準 負担額減額認定証を受給者証と併せて提出
した患者については、受給者証の適用区分欄が空 欄であっても、当該
限度額認定証等に記載されている所得区分を適用する。 
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